
 

山形県県土整備部建設工事一般競争入札における総合評価落札方式実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県土整備部が所掌する建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 総合評価落札方式 価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質や施

工方法等を総合的に評価し、技術と価格の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落

札者とする方式をいう。 

(２) 標準型 総合評価落札方式において、総合的なコスト、工事目的物の性能・機能、環境配慮

及び安全対策等の視点から技術提案等を求め入札参加者の施工実績や工事成績評定点等と合わせ

て評価を行う形式をいう。 

(３) 簡易Ⅰ型 総合評価落札方式において、技術的課題への対応についての施工計画や品質管理

等を求め入札参加者の施工実績や工事成績評定点等と合わせて評価を行う形式をいう。 

(４) 簡易Ⅱ型 総合評価落札方式において、入札参加者の施工実績や工事成績評定点等により評

価を行う形式をいう。 

 

（工事の選定） 

第３条 総合評価落札方式の対象工事は、設計金額（消費税及び地方消費税を含む。）が１千万円以

上の工事で、知事若しくは山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49

号）第４条の規定による工事請負の支出負担行為に関する専決者（以下「契約担当者」という。）

が必要と認めた次の各号に該当する工事とする。 

(１) 標準型の対象工事は、技術的工夫の余地が大きい工事で、技術的課題があり特別な施工技術

を要する以下のいずれかに該当する工事とする。 

ア 入札参加者の提示する性能、機能、技術等（以下「性能等」という。）によって、工事価格

に、工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更新費を含めた

ライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事 

イ 入札参加者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の

持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

ウ 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工

事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて対策の達成度に相当

程度の差異が生ずると認められる工事 

(２) 簡易Ⅰ型の対象工事は、技術的工夫の余地が小さい一般的な工事のうち、技術的課題はある

が特別な施工技術を要しないと認められる工事とする。 

(３) 簡易Ⅱ型の対象工事は、技術的工夫の余地が小さい一般的な工事のうち、技術的課題が特に

ないと認められる工事とする。 

２ 前項各号の総合評価落札方式の対象工事は、原則として、総合評価における施工上の技術的課題

チェックシート（別紙１）により分類するものとする。 

 

（学識経験者の意見の聴取） 

第４条 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ２名以上の学識経験者



 

の意見を聴かなければならない。 

また、当該意見聴取において、併せて、当該落札決定基準に基づいて落札者を決定しようとする

ときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要

があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、２名

以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

 

（落札者決定基準の決定） 

第５条 落札者決定基準については、山形県県土整備部所管事業入札参加者選定等審査会（以下「審

査会」という。）で決定するものとする。 

 

（入札の公告） 

第６条 契約担当者は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、入札公告に、次に掲げる事項

を明示するものとする。 

(１) 当該工事が総合評価落札方式の対象工事であること。 

(２) 総合評価を行う事由 

(３) 総合評価の方法に関すること。 

(４) 入札参加資格の欠格に関すること。 

(５) 落札者の決定方法に関すること。 

２ 標準型、簡易Ⅰ型及び簡易Ⅱ型に係る標準公告例及び標準入札説明書例は、別に定める。 

 

（技術提案を求める範囲） 

第７条 発注者は、入札参加資格確認申請に併せて、標準型にあってはＶＥ提案書及び技術資料の提

出を、簡易Ⅰ型及び簡易Ⅱ型にあっては技術資料の提出を求めるものとする。 

２ 標準型において技術提案を求める範囲は、設計及び施工方法等に関するもので、原則として設計

図書において指定されたもののうち、総合評価落札方式による評価方法によって県に有利となる調

達が可能な提案を期待できるもので、民間の技術開発等を積極的に活用することが適切と認められ

るものの中から、工事の特性に応じて定めることとする。 

３ 技術提案については、当該工事の目的及び内容に応じ、事業上の必要性等の観点から評価項目を

設定するものとするが、当該工事に係る契約期間内に、その評価した性能等が確認できるものに限

るものとする。 

 

（技術提案等の審査） 

第８条 入札参加希望者から提出されたＶＥ提案書及び技術資料の審査は、審査会において行うもの

とする。ただし、技術資料の審査については、評価の対象項目に対応する施工計画や品質管理に係

る技術的な所見（以下「技術的所見」という。）に関するものに限る。 

２ 当該工事を所管する課長（以下「所管課長」という。）は、標準型又は簡易Ⅰ型に係る前項の審

査を行う場合は、必要に応じて入札参加希望者に対して、あらかじめ、ヒアリングを実施するもの

とする。 

３ ＶＥ提案書の審査に当たっては、性能等の確保、施工の確実性・安全性及び標準案と比較した経

済性並びに目的物への影響等の評価を行い、ＶＥ提案書の採否及び入札参加希望者の技術力の評価

値（以下「加算点」という。）を決定するものとする。 

４ 前項のＶＥ提案書の採否については、一般競争入札（条件付）参加資格確認結果通知書（別記様

式１）により、その旨及びその理由を通知するものとする。 



 

５ 技術的所見の審査に当たっては、与条件との整合性、理解度、対応方針の裏付け等を評価して採

否及び加算点を決定するものとする。 

６ 入札参加希望者及び配置予定技術者の技術的能力並びに地域貢献活動の実績の評価について疑義

が生じた場合は、審査会において審査を行うものとする。 

 

（総合評価落札方式に対する質問） 

第９条 入札の公告の日以降、入札参加希望者から任意の書面により当該総合評価落札方式に関する

質問がなされた場合には、所管課長は、すみやかに回答書を作成し、閲覧に供するものとする。 

 

（入札の実施） 

第10条 標準型における入札の実施において、第８条第４項によりＶＥ提案書が採用された入札参加

者は、当該提案に基づき入札に参加できるものとし、ＶＥ提案書が採用されなかった入札参加者は、

標準案に基づき入札に参加することができるものとする。 

２ 簡易Ⅰ型における入札の実施において、入札参加者は、提出した技術的所見に基づき入札に参加

することができるものとする。 

 

（総合評価の方法） 

第11条 総合評価は、入札参加者から提出されたＶＥ提案書及び技術資料と入札価格に基づき、次の

いずれかの方法により評価値を求めるものとする。 

(１) 加算方式 入札価格を一定のルールにより点数化した価格評価点と、価格以外の要素を点数

化した技術評価点を足し合わせて、評価値を算出する。 

(２) 除算方式 価格以外の要素を数値化した技術評価点を価格で除して、評価値を算出する。 

 

（落札者の決定） 

第12条 総合評価落札方式における落札者は、次に掲げる要件のうち必要なものを満たす者で、かつ、

前条の評価値が最も高い者とする。 

(１) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 

(２) ＶＥ提案書又は技術的所見（以下「ＶＥ提案書等」という。）が、ＶＥ提案書等に対して要

求する要件を全て満たしていること。 

(３) 除算方式における評価値が、基準評価値（標準点を、予定価格で除した数値）を下回ってい

ないこと。 

２ 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

３ 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額の公表は、入札結果（別記様式２－１、別記様式 

２－２）により行うものとする。 

 

（責任の所在等） 

第13条 発注者がＶＥ提案書等を適正と認めることにより、当該ＶＥ提案書等に基づく工事に関する

建設業者の責任が軽減されるものではない。 

２ 発注者は、ＶＥ提案書・技術資料 内容履行確認書（別紙２）によりＶＥ提案書等の履行を確認

することとし、履行がされなかった場合は、工事成績評定の減点や契約金額の減額を行うものとす

る。 

３ 前項の履行がされなかった場合の措置の決定は、審査会が行うものとする。 

 



 

 

（提案内容の取扱い） 

第14条 ＶＥ提案書等の内容が一般的に使用されている状態となった場合、県は提案者に通知するこ

となく県が発注する工事に、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を

有する提案についてはこの限りでない。 

 

（評価値に係る説明要求） 

第15条 簡易Ⅱ型の入札参加者は、入札結果に示された自身の評価値に係る説明を落札者の決定の日

から起算して４日以内（山形県の休日を定める条例（平成元年３月県条例第10号）に規定する県の

休日（以下「県の休日」という。）を除く。）に求めることができるものとする。 

２ 所管課長は、前項の求めについて、説明要求を受理した日の翌日から起算して３日以内（県の休

日を除く。）に、評価値に係る説明書（別記様式５）により回答するものとする。 

 

（提案書類の作成費用） 

第16条 ＶＥ提案書等の作成に要した一切の費用は、入札参加希望者の負担とする。 

 

（その他） 

第17条 この要綱に定めのない事項については、「山形県建設工事一般競争入札（条件付）実施要

綱」及び「総合評価落札方式運用ガイドライン」の関係規定によるものとする。また、これにより

難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱の一部改正は、平成21年５月15日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

この要綱の一部改正は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱の一部改正は、平成23年５月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

この要綱の全部改正は、平成24年５月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

この要綱の全部改正は、平成26年１月６日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、平成26年５月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。ただし、社会

保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律

（平成24年法律第68号）に伴う適用税率に係る改正については、平成26年４月１日以後に入札公告を

行う工事から適用する。 

   附 則 

 この要綱の全部改正は、平成27年７月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

   附 則 

 この要綱の一部改正は、平成30年７月17日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

   附 則 



 

 この要綱の一部改正は、令和元年７月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

   附 則 

 この要綱の一部改正は、令和２年７月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

   附 則 

 この要綱の一部改正は、令和３年３月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和３年３月29日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和３年７月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和４年７月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和５年１月１日以後に契約予定の入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和５年７月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和５年10月１日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

この要綱の一部改正は、令和５年12月22日以後に入札公告を行う工事から適用する。 

附 則 

 この要綱の一部改正は、令和６年７月１日以後に施行伺を行う工事から適用する。 
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